
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




   
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法


律
及
び
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 


 


（
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律


の
一
部
改
正
） 


第
一
条 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る


法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 


 
 
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律 


 
 


第
一
条
中
「
排
除
す
る
」
を
「
排
除
し
、
そ
の
他
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
」
に
改
め
、
「
調
査
」
の
下
に
「
、
退
職
し


た
職
員
に
よ
る
入
札
談
合
等
へ
の
関
与
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
そ
の
他
入
札
談
合
等
を
」
に
改


め
る
。 


 
 


第
二
条
第
五
項
中
「
又
は
特
定
法
人
」
を
「
若
し
く
は
特
定
法
人
」
に
、
「
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
第
一
号
か


ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
契
約
の
締
結
に
関
し
権
限
若
し
く
は
職
務
上
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力


 
 


一







 


二


を
有
す
る
職
員
の
不
作
為
で
あ
っ
て
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 


 
 


五 


入
札
談
合
等
が
行
わ
れ
る
明
白
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置


を
講
じ
な
い
こ
と
。 


 
 


第
三
条
の
見
出
し
中
「
改
善
措
置
」
を
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
単
に
「
改
善


措
置
」
」
を
「
「
入
札
等
改
善
措
置
」
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
改
善
措
置
」
を
「
入
札
等
改
善
措
置
」
に
改
め
、
同


条
第
四
項
中
「
改
善
措
置
」
を
「
入
札
等
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、


同
条
第
六
項
中
「
改
善
措
置
」
を
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
四
条
第
五
項
中
「
重
大
な
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ


る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の


防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 


 
 


第
十
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
八
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
七
条
中
「
入
札
談
合
等
関
与
行


為
」
を
「
入
札
談
合
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 


 
 


第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 







   
 
 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
事
件
ご
と
に
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
及
び
そ
の
任
命
す
る
入
札
及
び
契
約
の
過


程
に
つ
い
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
第
三
者
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
な
る
調
査
委
員


会
を
設
け
て
、
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
条


第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
実


施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 


第
六
条
第
三
項
中
「
指
定
職
員
」
を
「
調
査
委
員
会
」
に
改
め
、
「
特
定
法
人
の
職
員
」
の
下
に
「
（
当
該
調
査
に
協
力


を
求
め
ら
れ
た
元
職
員
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
職
員
」
を
「
調
査
委


員
会
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 


 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
調
査
を
適
正
に
実
施
す
る
に
足
り
る
能
力
、
経
験
等
を
有
す
る
職
員
及
び
第
三


者
を
指
定
し
、
及
び
任
命
す
る
等
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。 


 
 


第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 


 
 


（
国
会
等
へ
の
報
告
） 


 
 


三







 


四


 
第
十
条 


各
省
各
庁
の
長
は
、
調
査
の
結
果
及
び
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置


の
内
容
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
内
容
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
講


じ
た
措
置
の
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
結
果
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。 


 


２ 


地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
調
査
結
果
等
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


３ 


特
定
法
人
の
う
ち
国
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、
国


に
よ
る
株
式
の
保
有
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査


結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
特
定
法
人
を
所
管
す
る
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に


お
い
て
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
大
臣
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


４ 


特
定
法
人
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社


の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
株
式
の
保
有
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政
令
で
定
め


る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
こ
れ
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議







  


会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 


（
公
正
取
引
委
員
会
と
会
計
検
査
院
と
の
連
携
） 


 


第
十
一
条 
公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
が
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
検
査
院
に
通


知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
入
札
談
合
等
に
係
る
契
約
に
関
す
る
会
計
経
理
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
が
検


査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


 


２ 


会
計
検
査
院
は
、
検
査
の
結
果
、
国
等
の
契
約
（
当
該
契
約
に
関
す
る
会
計
経
理
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
が
検
査
を
す


る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
条
又
は


第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
実


を
公
正
取
引
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 


第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 


 
 


（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
要
求
等
） 


 


第
七
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い


て
の
調
査
の
結
果
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
入


 
 


五







 


六


札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
入
札
等
改
善
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


２ 
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基


づ
い
て
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
入
札
等
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
談
合
等
防
止
措
置
」
と
い


う
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料


の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


４ 


第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
調
査
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
入
札
談
合
等
防
止
措
置
に


つ
い
て
準
用
す
る
。 


 
 


（
元
職
員
の
関
与
に
関
す
る
通
知
等
） 


 


第
八
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、
当
該
事
件
に
係
る
入
札
談
合
等
（
入
札


談
合
等
関
与
行
為
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
当
該
入
札
等
を
実
施


し
た
国
等
の
職
員
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
元
職
員
」
と
い
う
。
）
の
関
与
（
当
該
関
与
の
当
時
職
員
で
あ
っ
た
者
の
関
与


を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め







  


に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 


 


２ 
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次


に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
改
善
措
置
そ
の
他
の
入
札
談
合
等
に
対
す
る
元
職
員
の
関
与
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
と
認


め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 
 


一 


元
職
員
と
の
接
触
に
関
し
職
員
が
遵
守
す
べ
き
事
項 


 
 


二 


退
職
す
る
職
員
の
管
理
そ
の
他
の
職
員
の
人
事
管
理
に
関
す
る
事
項 


 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料


の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


４ 


第
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
調
査
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 
 


第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 


 
 


（
損
害
額
に
つ
い
て
の
公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
） 


 


第
五
条 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、


遅
滞
な
く
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
当
該
職
員
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
額
に
つ
い
て
、


 
 


七







 


八


意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
刑
法
の
一
部
改
正
） 


第
二
条 
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
公
正
な
価
格
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
」
を
「
公
の
競
売
又
は
入
札
で
契


約
を
締
結
す
る
た
め
の
も
の
に
関
し
」
に
改
め
る
。 


 
 
 


附 


則 


 


（
施
行
期
日
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 


 


（
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律


の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 


第
二
条 


第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律


（
以
下
「
新
入
札
談
合
等
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
二
条
第
五
項
に
規







  


定
す
る
職
員
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
入
札
談
合
等
関
与
行
為


を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職


員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
入
札
談
合
等
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
二


条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
が
施
行
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お


従
前
の
例
に
よ
る
。 


第
三
条 


新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
九
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
公
正
取
引
委
員
会
が
行
っ
た
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
又
は
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
八
条
第
一
項


の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
公


正
取
引
委
員
会
が
行
っ
た
旧
入
札
談
合
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
係
る
旧
入
札
談
合
等


防
止
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


第
四
条 


新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
十
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
公
正
取
引
委
員
会
が
行
っ
た
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第


三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
又
は
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
八
条
第
一
項


の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
新
入
札
談
合
等
防
止
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
結
果
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


 
 


九







 


一
〇


 
（
政
令
へ
の
委
任
） 


第
五
条 


前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 


 


 


（
検
討
） 


第
六
条 


政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
入
札
談
合
等
防
止
法
の
施
行
の
状
況
、
社
会


経
済
状
況
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
新
入
札
談
合
等
防
止
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、


そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 


 


（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 


第
七
条 


株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
八


号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 


 
 


第
四
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正


を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る


法
律
」
に
改
め
る
。 







   
 
 
 


 


理 


由 


 


最
近
に
お
け
る
官
製
談
合
等
の
事
件
の
発
生
に
関
す
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談


合
等
の
防
止
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
範
囲
の
拡
大
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
の
賠
償


責
任
の
厳
格
化
及
び
損
害
額
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
公
正
取
引
委
員
会
へ
の
求
意
見
の
義
務
付
け
を
行
う
と
と
も
に
、
公
正
取


引
委
員
会
に
よ
る
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
要
求
、
退
職
し
た
職
員
に
よ
る
入
札
談
合
等
へ
の
関
与
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
、


調
査
結
果
等
の
国
会
等
へ
の
報
告
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
刑
法
の
談
合
罪
を
目
的
犯
で
な
い
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。


こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


  
 


一
一








入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
及
び
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


新
旧
対
照
表 


○
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


 
 


 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す


る
法
律 


 


（
趣
旨
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す


る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除
し
、
そ
の
他
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た


め
に
必
要
な
改
善
措
置
の
要
求
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に


対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
、
当
該
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
、
退
職
し


た
職
員
に
よ
る
入
札
談
合
等
へ
の
関
与
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
、
関
係
行
政


機
関
の
連
携
協
力
等
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除
し
、
そ
の
他
入
札
談
合


等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
職
員
に
よ
る
入


札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。


 


（
定
義
） 


第
二
条 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、
財
政
法
（
昭
和
二


十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長


を
い
う
。 


２ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
法
人
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該


当
す
る
も
の
を
い
う
。 


 
 


 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等


の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律 


 


（
趣
旨
） 


第
一
条 


こ
の
法
律
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す


る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
改
善
措
置
の
要
求
、


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
、
当
該


職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
、
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
等
入
札
談
合


等
関
与
行
為
を
排
除
し
、
及
び
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と


と
も
に
、
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則


を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 


  


（
定
義
） 


第
二
条 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、
財
政
法
（
昭
和
二


十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長


を
い
う
。 


２ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
法
人
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該


当
す
る
も
の
を
い
う
。 


 


一 







 


二 


 
一 


国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る


法
人 


 


二 


特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団


体
が
法
律
に
よ
り
、
常
時
、
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
総
株
主
の
議
決
権


の
三
分
の
一
以
上
に
当
た
る
株
式
の
保
有
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
株
式


会
社
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
） 


３ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
は
、
各
省
各
庁
の
長
、
地


方
公
共
団
体
の
長
及
び
特
定
法
人
の
代
表
者
を
い
う
。 


４ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
入
札
談
合
等
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は


特
定
法
人
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
入
札
、
競
り
売
り
そ
の
他
競
争
に


よ
り
相
手
方
を
選
定
す
る
方
法
（
以
下
「
入
札
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う


売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
締
結
に
関
し
、
当
該
入
札
に
参
加
し


よ
う
と
す
る
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
落
札
す
べ
き
者
若
し
く
は


落
札
す
べ
き
価
格
を
決
定
し
、
又
は
事
業
者
団
体
が
当
該
入
札
に
参
加
し
よ


う
と
す
る
事
業
者
に
当
該
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
私
的
独
占
の


禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十


四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い


う
。 


５ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
」
と
は
、
国
若
し
く
は
地


方
公
共
団
体
の
職
員
若
し
く
は
特
定
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
以
下
「
職


員
」
と
い
う
。
）
が
入
札
談
合
等
に
関
与
す
る
行
為
で
あ
っ
て
第
一
号
か
ら
第


 


一 


国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る


法
人 


 


二 


特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
国
又
は
地
方
公
共
団


体
が
法
律
に
よ
り
、
常
時
、
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
総
株
主
の
議
決
権


の
三
分
の
一
以
上
に
当
た
る
株
式
の
保
有
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
株
式


会
社
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
） 


３ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
は
、
各
省
各
庁
の
長
、
地


方
公
共
団
体
の
長
及
び
特
定
法
人
の
代
表
者
を
い
う
。 


４ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
入
札
談
合
等
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は


特
定
法
人
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
入
札
、
競
り
売
り
そ
の
他
競
争
に


よ
り
相
手
方
を
選
定
す
る
方
法
（
以
下
「
入
札
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う


売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
締
結
に
関
し
、
当
該
入
札
に
参
加
し


よ
う
と
す
る
事
業
者
が
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
落
札
す
べ
き
者
若
し
く
は


落
札
す
べ
き
価
格
を
決
定
し
、
又
は
事
業
者
団
体
が
当
該
入
札
に
参
加
し
よ


う
と
す
る
事
業
者
に
当
該
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
私
的
独
占
の


禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十


四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
い


う
。 


５ 


こ
の
法
律
に
お
い
て
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
」
と
は
、
国
若
し
く
は
地


方
公
共
団
体
の
職
員
又
は
特
定
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
以
下
「
職
員
」


と
い
う
。
）
が
入
札
談
合
等
に
関
与
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず


 







四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
契
約
の
締
結
に
関
し
権
限
若


し
く
は
職
務
上
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力
を
有
す
る
職
員
の
不
作
為
で
あ
っ


て
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 


 


 


一 


事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
入
札
談
合
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 


 


二 


契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
こ
と
そ
の
他


特
定
の
者
を
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
希
望
す
る
旨
の
意
向


を
あ
ら
か
じ
め
教
示
し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
。 


 


三 


入
札
又
は
契
約
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団


体
が
知
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
が
入
札
談
合
等
を
行
う
こ
と
が
容
易


と
な
る
情
報
で
あ
っ
て
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
特
定
の


者
に
対
し
て
教
示
し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
。 


 


四 


特
定
の
入
札
談
合
等
に
関
し
、
事
業
者
、
事
業
者
団
体
そ
の
他
の
者
の


明
示
若
し
く
は
黙
示
の
依
頼
を
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か


け
、
か
つ
、
当
該
入
札
談
合
等
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
職
務
に
反
し
、


入
札
に
参
加
す
る
者
と
し
て
特
定
の
者
を
指
名
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法


に
よ
り
、
入
札
談
合
等
を
幇ほ


う


助
す
る
こ
と
。 


 


 


五 


入
札
談
合
等
が
行
わ
れ
る
明
白
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら


当
該
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
。 


 


（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
の
要
求
等
）


第
三
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結


果
、
当
該
入
札
談
合
等
に
つ
き
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と


れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 


 


   


一 


事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
入
札
談
合
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 


 


二 


契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
を
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
こ
と
そ
の
他


特
定
の
者
を
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
と
し
て
希
望
す
る
旨
の
意
向


を
あ
ら
か
じ
め
教
示
し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
。 


 


三 


入
札
又
は
契
約
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
特
定
の
事
業
者
又
は
事
業
者
団


体
が
知
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の
者
が
入
札
談
合
等
を
行
う
こ
と
が
容
易


と
な
る
情
報
で
あ
っ
て
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
特
定
の


者
に
対
し
て
教
示
し
、
又
は
示
唆
す
る
こ
と
。 


 


四 


特
定
の
入
札
談
合
等
に
関
し
、
事
業
者
、
事
業
者
団
体
そ
の
他
の
者
の


明
示
若
し
く
は
黙
示
の
依
頼
を
受
け
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
自
ら
働
き
か


け
、
か
つ
、
当
該
入
札
談
合
等
を
容
易
に
す
る
目
的
で
、
職
務
に
反
し
、


入
札
に
参
加
す
る
者
と
し
て
特
定
の
者
を
指
名
し
、
又
は
そ
の
他
の
方
法


に
よ
り
、
入
札
談
合
等
を
幇ほ


う


助
す
る
こ
と
。 


 


［
新
設
］ 


  


（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
改
善
措
置
の
要
求
等
） 


第
三
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結


果
、
当
該
入
札
談
合
等
に
つ
き
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と


 


三 







 


四 


き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除
す


る
た
め
に
必
要
な
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務
に
係
る
改
善
措
置
（
以
下


「
入
札
等
改
善
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き


る
。 


２ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、


当
該
入
札
談
合
等
に
つ
き
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き


は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
既
に
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て


も
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
当


該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な


入
札
等
改
善
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
す
る
場
合
に
は
、


当
該
求
め
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け


た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
り
、


又
は
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き


は
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除


し
、
又
は
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た


め
に
必
要
と
認
め
る
入
札
等
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排


除
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


５ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除
す


る
た
め
に
必
要
な
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務
に
係
る
改
善
措
置
（
以
下


単
に
「
改
善
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


２ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、


当
該
入
札
談
合
等
に
つ
き
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き


は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
既
に
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て


も
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
当


該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な


改
善
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


３ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
す
る
場
合
に
は
、


当
該
求
め
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け


た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
り
、


又
は
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き


は
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
排
除


し
、
又
は
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
確
保
す
る
た


め
に
必
要
と
認
め
る
改
善
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


５ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


 







と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を


求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


６ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
四
項
の
調
査
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り


講
じ
た
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、


公
正
取
引
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


７ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る


こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
） 


 


第
四
条 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求


め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
よ
る
国
等
の
損
害
の


有
無
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
国
等
に
損
害
が
生
じ
た
と


認
め
る
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
の
賠
償
責
任


の
有
無
及
び
国
等
に
対
す
る
賠
償
額
に
つ
い
て
も
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
二
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め


る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力


を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
調
査
の
結
果
を
公
表
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を


求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


６ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
四
項
の
調
査
の
結
果
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り


講
じ
た
改
善
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
通


知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


７ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必


要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る


こ
と
が
で
き
る
。 


 


（
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
等
） 


 


第
四
条 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求


め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
よ
る
国
等
の
損
害
の


有
無
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
の
結
果
、
国
等
に
損
害
が
生
じ
た
と


認
め
る
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
の
賠
償
責
任


の
有
無
及
び
国
等
に
対
す
る
賠
償
額
に
つ
い
て
も
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
二
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め


る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力


を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
調
査
の
結
果
を
公
表
し
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


五 







 


六 


５ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
二
項
の
調
査
の
結
果
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与


行
為
を
行
っ
た
職
員
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
国
等
に
損
害
を
与
え
た
と
認


め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
賠
償
を
求
め
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。 


６ 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関


す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同
法


第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
弁
償
の


責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
公
庫
等
の
長
（
同


条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
の
長
を
い
う
。
）
は
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第


二
項
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
速


や
か
に
、
同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
条
第
四
項
（
同
法
第
九
条


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
遅
滞
な
く
」
と
あ
る
の
は
、


「
速
や
か
に
、
当
該
予
算
執
行
職
員
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
（
入
札
談
合


等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成


十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
入
札
談
合
等
関
与
行


為
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
調
査
の
結
果
を
添
え
て
」
と
す


る
。 


７ 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年


法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭


和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


５ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
二
項
の
調
査
の
結
果
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与


行
為
を
行
っ
た
職
員
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
国
等
に
損
害
を
与
え


た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
賠
償
を
求
め
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


６ 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関


す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同
法


第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
弁
償
の


責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
又
は
公
庫
等
の
長
（
同


条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
の
長
を
い
う
。
）
は
、
第
二
項
、
第
三
項
（
第


二
項
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
速


や
か
に
、
同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
四
条
第
四
項
（
同
法
第
九
条


第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
遅
滞
な
く
」
と
あ
る
の
は
、


「
速
や
か
に
、
当
該
予
算
執
行
職
員
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
（
入
札
談
合


等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す


べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条


第
五
項
に
規
定
す
る
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
条


第
一
項
の
調
査
の
結
果
を
添
え
て
」
と
す
る
。 


７ 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年


法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭


和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場


 







合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
賠
償
の
責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、


第
二
項
、
第
三
項
（
第
二
項
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
第


二
項
の
調
査
の
結
果
の
公
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
規
定
は


適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
決
定
す
る
こ


と
を
求
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
決
定
す
る
こ
と
を
速
や
か
に
求
め
」
と
読
み
替


え
て
、
同
条
（
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。 


 


 


（
損
害
額
に
つ
い
て
の
公
正
取
引
委
員
会
の
意
見
） 


第
五
条 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
関
す


る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
遅
滞
な
く
、
公
正
取
引
委
員
会


に
対
し
、
当
該
職
員
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
額
に


つ
い
て
、
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
） 
 


第
六
条 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
し


て
懲
戒
処
分
（
特
定
法
人
（
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平


成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人


を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地


方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規


定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を


除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
の
処
分
そ
の
他
の
制
裁
）


合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
賠
償
の
責
め
に
任
ず
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、


第
二
項
、
第
三
項
（
第
二
項
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
項
（
第


二
項
の
調
査
の
結
果
の
公
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
の
規
定
は


適
用
せ
ず
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
決
定
す
る
こ


と
を
求
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
決
定
す
る
こ
と
を
速
や
か
に
求
め
」
と
読
み
替


え
て
、
同
条
（
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を


含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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（
職
員
に
係
る
懲
戒
事
由
の
調
査
） 


 


第
五
条 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対


し
て
懲
戒
処
分
（
特
定
法
人
（
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則


法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立


行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
地
方
独
立
行


政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二


条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に


お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告


 


七 







 


八 


を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら


な
い
。
た
だ
し
、
当
該
求
め
を
受
け
た
各
省
各
庁
の
長
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、


特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
が
、
当
該


職
員
の
任
命
権
を
有
し
な
い
場
合
（
当
該
職
員
の
任
命
権
を
委
任
し
た
場
合
を


含
む
。
）
は
、
当
該
職
員
の
任
命
権
を
有
す
る
者
（
当
該
職
員
の
任
命
権
の
委
任


を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
任
命
権
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
第
三
条
第
一


項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
す
れ
ば
足
り
る
。 


２ 


前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
任
命
権
者
は
、
当
該
入
札


談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
し
て
懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き


る
か
否
か
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
第
一
項
本
文
又
は
前
項
の
調
査
を


行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資


料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
本
文
又
は
第
二


項
の
調
査
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


 


（
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
要
求
等
） 


第
七
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


も
の
の
ほ
か
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、
入
札
談
合
等


を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対


し
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
入
札
等
改
善
措
置
を
講
ず
べ
き


こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


の
処
分
そ
の
他
の
制
裁
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
必
要
な


調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
求
め
を
受
け
た
各
省
各


庁
の
長
、
地
方
公
共
団
体
の
長
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
又
は
特
定
地
方


独
立
行
政
法
人
の
理
事
長
が
、
当
該
職
員
の
任
命
権
を
有
し
な
い
場
合
（
当


該
職
員
の
任
命
権
を
委
任
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
当
該
職
員
の
任
命
権
を


有
す
る
者
（
当
該
職
員
の
任
命
権
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
任


命
権
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る


求
め
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
す
れ
ば
足
り
る
。 


２ 


前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
任
命
権
者
は
、
当
該
入
札


談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
し
て
懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き


る
か
否
か
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
第
一
項
本
文
又
は
前
項
の
調
査
を


行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資


料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
本
文
又
は
第
二


項
の
調
査
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
と
き
は
、
必


要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す


る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
入
札
等
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
談
合
等
防
止
措
置
」


と
い
う
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求


め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
調
査
及
び
同
項
の
規


定
に
よ
り
講
じ
た
入
札
談
合
等
防
止
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
元
職
員
の
関
与
に
関
す
る
通
知
等
） 


第
八
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結


果
、
当
該
事
件
に
係
る
入
札
談
合
等
（
入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
含
む
。
以
下


こ
の
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
当
該
入
札
等
を


実
施
し
た
国
等
の
職
員
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
元
職
員
」
と
い
う
。
）
の
関
与
（
当


該
関
与
の
当
時
職
員
で
あ
っ
た
者
の
関
与
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が


あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た


め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を


通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を


行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
改
善
措
置


そ
の
他
の
入
札
談
合
等
に
対
す
る
元
職
員
の
関
与
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
必
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九 







 


一


〇 


要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


一 
元
職
員
と
の
接
触
に
関
し
職
員
が
遵
守
す
べ
き
事
項 


 


二 


退
職
す
る
職
員
の
管
理
そ
の
他
の
職
員
の
人
事
管
理
に
関
す
る
事
項 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る


と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求


め
る
こ
と
が
で
き
る
。 


４ 


第
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
調
査
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講


じ
た
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 


 


（
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
） 


第
九
条 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
事
件
ご
と
に
、
そ
の
指
定
す


る
職
員
及
び
そ
の
任
命
す
る
入
札
及
び
契
約
の
過
程
に
つ
い
て
学
識
経
験
を
有


す
る
者
等
の
第
三
者
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
な
る


調
査
委
員
会
を
設
け
て
、
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、


第
六
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の


規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い


う
。
）
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
調
査
を
適
正
に
実
施
す
る
に
足
り


る
能
力
、
経
験
等
を
有
す
る
職
員
及
び
第
三
者
を
指
定
し
、
及
び
任
命
す
る
等


調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


          


（
指
定
職
員
に
よ
る
調
査
） 


第
六
条 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
（
以
下


こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
職
員
」
と
い
う
。
）
に
、
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条


第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定


に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
実
施
さ
せ
な


け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権


者
は
、
当
該
調
査
を
適
正
に
実
施
す
る
に
足
り
る
能
力
、
経
験
等
を
有
す
る


職
員
を
指
定
す
る
等
当
該
調
査
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を


講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


   


 







３ 


調
査
委
員
会
は
、
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
し
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
。 


４ 


調
査
委
員
会
が
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
省
各
庁
（
財


政
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
公


共
団
体
又
は
特
定
法
人
の
職
員
（
当
該
調
査
に
協
力
を
求
め
ら
れ
た
元
職
員


を
含
む
。
）
は
、
当
該
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
国
会
等
へ
の
報
告
） 


第
十
条 


各
省
各
庁
の
長
は
、
調
査
の
結
果
及
び
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ


り
講
じ
た
入
札
談
合
等
関
与
行
為
排
除
措
置
の
内
容
、
第
七
条
第
二
項
の
規


定
に
よ
り
講
じ
た
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
内
容
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規


定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
結
果
等
」


と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


２ 


地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
調
査
結
果
等
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体


の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


３ 


特
定
法
人
の
う
ち
国
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第
二
条
第
二
項


第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、
国
に
よ
る
株
式
の
保
有
が
義
務
付


け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ


り
、
調
査
結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
特
定
法
人
を
所
管
す


る
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告


書
の
提
出
を
受
け
た
大
臣
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


４ 


特
定
法
人
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第


 


２ 


指
定
職
員
は
、
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
し
な
け
れ


ば
な
ら
な
い
。 


３ 


指
定
職
員
が
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
省
各
庁
（
財


政
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
方
公


共
団
体
又
は
特
定
法
人
の
職
員
は
、
当
該
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。 


 


［
新
設
］ 


            


 


一


一 







 


一


二 


二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
に
よ


る
株
式
の
保
有
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政


令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、


当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お


い
て
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
こ
れ
を
当


該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
公
正
取
引
委
員
会
と
会
計
検
査
院
と
の
連
携
） 


第
十
一
条 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
が
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認


め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
検
査
院
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た


だ
し
、
当
該
入
札
談
合
等
に
係
る
契
約
に
関
す
る
会
計
経
理
に
つ
い
て
会
計


検
査
院
が
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 


２ 


会
計
検
査
院
は
、
検
査
の
結
果
、
国
等
の
契
約
（
当
該
契
約
に
関
す
る
会


計
経
理
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
が
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
除


く
。
）
に
関
し
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第


三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
疑
う


に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
公
正
取
引
委
員
会


に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
） 


第
十
二
条 


国
の
関
係
行
政
機
関
は
、
入
札
談
合
等
の
防
止
に
関
し
、
相
互
に


連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
） 


        


［
新
設
］ 


          


（
関
係
行
政
機
関
の
連
携
協
力
） 


第
七
条 


国
の
関
係
行
政
機
関
は
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
防
止
に
関
し
、


相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 







第
十
三
条 


職
員
が
、
そ
の
所
属
す
る
国
等
が
入
札
等
に
よ
り
行
う
売
買
、
貸


借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
締
結
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
事
業
者
そ


の
他
の
者
に
談
合
を
唆
す
こ
と
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
予
定
価
格
そ
の
他


の
入
札
等
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、


当
該
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲


役
又
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 


 


（
運
用
上
の
配
慮
） 


 


第
十
四
条 


こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事


務
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
等
の
自
主
的
な
努
力
に
十
分


配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
事
務
の
委
任
） 


 


第
十
五
条 


各
省
各
庁
の
長
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
務
を
、
当
該
各
省


各
庁
の
外
局
（
法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ


て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


 


（
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
妨
害
） 


第
八
条 


職
員
が
、
そ
の
所
属
す
る
国
等
が
入
札
等
に
よ
り
行
う
売
買
、
貸
借
、


請
負
そ
の
他
の
契
約
の
締
結
に
関
し
、
そ
の
職
務
に
反
し
、
事
業
者
そ
の
他


の
者
に
談
合
を
唆
す
こ
と
、
事
業
者
そ
の
他
の
者
に
予
定
価
格
そ
の
他
の
入


札
等
に
関
す
る
秘
密
を
教
示
す
る
こ
と
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該


入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
を
行
っ
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又


は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 


 


（
運
用
上
の
配
慮
） 


 


第
九
条 


こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務


を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
等
の
自
主
的
な
努
力
に
十
分
配


慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


 


（
事
務
の
委
任
） 


 


第
十
条 


各
省
各
庁
の
長
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
務
を
、
当
該
各
省
各


庁
の
外
局
（
法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
て


い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 


 
 


  


一


三 







 


一


四 


 







○
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
） 


改 


正 


案 


現 
 


 


行 


 
 


（
競
売
等
妨
害
） 


第
九
十
六
条
の
三 
（
略
） 


２ 


公
の
競
売
又
は
入
札
で
契
約
を
締
結
す
る
た
め
の
も
の
に
関
し
、
談
合
し


た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 


 


（
競
売
等
妨
害
） 


第
九
十
六
条
の
三 


（
略
） 


２ 


公
正
な
価
格
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
、
談
合
し
た
者
も
、


前
項
と
同
様
と
す
る
。 


 


 
 


  


一


五 








 
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法


律
及
び
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 


第
一 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法


律
の
一
部
改
正 


 


一 


題
名
の
改
正 


 
 
 


法
律
の
題
名
を
、
「
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
も
の


と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 


（
題
名
関
係
） 


 


二 


趣
旨
規
定
の
改
正 


 
 
 


こ
の
法
律
の
趣
旨
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要


な
改
善
措
置
の
要
求
等
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


（
第
一
条
関
係
） 


 


三 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
範
囲
の
拡
大 


 
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
該
当
す
る
行
為
と
し
て
、
契
約
の
締
結
に
関
し
権
限
等
を
有
す
る
職
員
が
入
札
談
合
等
が
行


 
 


一







 


二


わ
れ
る
明
白
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
を
追


加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 


（
第
二
条
第
五
項
関
係
） 


 


四 


職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
緩
和 


 
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
で
国
等
に
損
害
を
与
え
た
も
の
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
を
「
故
意
又


は
重
過
失
」
か
ら
「
故
意
又
は
過
失
」
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 


（
第
四
条
第
五
項
関
係
） 


 


五 


損
害
額
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
公
正
取
引
委
員
会
へ
の
求
意
見
の
追
加 


 
 
 


入
札
談
合
等
関
与
行
為
を
行
っ
た
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
遅


滞
な
く
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
当
該
職
員
の
入
札
談
合
等
関
与
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
額
に
つ
い
て
、
意


見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
五
条
関
係
） 


 


六 


各
省
各
庁
の
長
等
に
対
す
る
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
要
求
等 


 
 


１ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て


の
調
査
の
結
果
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
入


札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務
に
係
る
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
等
改
善
措
置
」







と
い
う
。
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 
 


（
第
七
条
第
一
項
関
係
） 


 
 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
１
の
求
め
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
入


札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
入
札
等
改
善
措
置
（
以
下
「
入
札
談
合
等
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
を


講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
七
条
第
二
項
関
係
） 


 
 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
２
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料


の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 
 
 


（
第
七
条
第
三
項
関
係
） 


 
 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
２
の
調
査
の
結
果
及
び
講
じ
た
入
札
談
合
等
防
止
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
公


正
取
引
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
七
条
第
四
項
関
係
） 


 
 


５ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
４
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の


長
等
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
七
条
第
四
項
関
係
） 


 


七 


元
職
員
の
関
与
に
関
す
る
通
知
等 


 
 


１ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
の
事
件
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
、
当
該
事
件
に
係
る
入
札
談
合
等
（
入
札
談


合
等
関
与
行
為
を
含
む
。
七
及
び
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
当
該
入
札
等
を
実
施
し
た
国
等
の
職
員
で
あ
っ
た
者


 
 


三







 


四


（
以
下
「
元
職
員
」
と
い
う
。
）
の
関
与
（
当
該
関
与
の
当
時
職
員
で
あ
っ
た
者
の
関
与
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）


が
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
入
札
談
合
等
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、


各
省
各
庁
の
長
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
八
条
第
一
項
関
係
） 


 
 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
１
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次


に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
改
善
措
置
そ
の
他
の
入
札
談
合
等
に
対
す
る
元
職
員
の
関
与
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な


措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
八
条
第
二
項
関
係
） 


 
 
 


・ 


元
職
員
と
の
接
触
に
関
し
職
員
が
遵
守
す
べ
き
事
項 


 
 
 


・ 


退
職
す
る
職
員
の
管
理
そ
の
他
の
職
員
の
人
事
管
理
に
関
す
る
事
項 


 
 


３ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
２
の
調
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
資
料


の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 
 
 


（
第
八
条
第
三
項
関
係
） 


 
 


４ 


各
省
各
庁
の
長
等
は
、
２
の
調
査
の
結
果
及
び
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に


通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
八
条
第
四
項
関
係
） 


 


八 


調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査 







 
 


１ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
事
件
ご
と
に
、
そ
の
指
定
す
る
職
員
及
び
そ
の
任
命
す
る
学
識
経
験
者
等
の


第
三
者
か
ら
な
る
調
査
委
員
会
を
設
け
て
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
調
査
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る


こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
九
条
第
一
項
関
係
） 


 
 


２ 


各
省
各
庁
の
長
等
又
は
任
命
権
者
は
、
調
査
を
適
正
に
実
施
す
る
に
足
り
る
能
力
、
経
験
等
を
有
す
る
職
員
及
び
第


三
者
を
指
定
し
、
及
び
任
命
す
る
等
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け


れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
九
条
第
二
項
関
係
） 


 
 


３ 


調
査
委
員
会
は
、
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 


（
第
九
条
第
三
項
関
係
） 


 
 


４ 


調
査
委
員
会
が
調
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
省
各
庁
、
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
法
人
の
職
員
（
当


該
調
査
に
協
力
を
求
め
ら
れ
た
元
職
員
を
含
む
。
）
は
、
当
該
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 


（
第
九
条
第
四
項
関
係
） 


 


九 


国
会
等
へ
の
報
告 


 
 


１ 


各
省
各
庁
の
長
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
調
査
の
結
果
及
び
改
善
措
置
等
の
内
容
（
以
下
「
調
査
結
果
等
」
と
い
う
。
）


 
 


五







 


六


に
つ
い
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
十
条
第
一
項
関
係
） 


 
 


２ 


地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
調
査
結
果
等
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も


の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
十
条
第
二
項
関
係
） 


 
 


３ 


特
定
法
人
の
う
ち
国
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、


国
に
よ
る
株
式
の
保
有
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、


調
査
結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
特
定
法
人
を
所
管
す
る
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と


し
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
大
臣
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 


（
第
十
条
第
三
項
関
係
） 


 
 


４ 


特
定
法
人
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
を
受
け
て
い
る
も
の
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会


社
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
株
式
の
保
有
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
代
表
者
は
、
政
令
で


定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
結
果
等
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば


な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
こ
れ
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会


に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


（
第
十
条
第
四
項
関
係
） 







 
十 


公
正
取
引
委
員
会
と
会
計
検
査
院
と
の
連
携 


 
 


１ 


公
正
取
引
委
員
会
は
、
入
札
談
合
等
が
あ
り
、
又
は
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
会
計
検
査
院
に
通
知
し


な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 


 
 


２ 


会
計
検
査
院
は
、
検
査
の
結
果
、
国
等
の
契
約
に
関
し
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律


第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き


は
、
そ
の
事
実
を
公
正
取
引
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 


（
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 


第
二 


刑
法
の
一
部
改
正 


 
 


談
合
罪
の
構
成
要
件
か
ら
「
公
正
な
価
格
を
害
し
又
は
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
」
を
削
除
し
、
公
の
競
売
又
は
入
札
で


契
約
を
締
結
す
る
た
め
の
も
の
に
関
し
談
合
し
た
者
を
処
罰
対
象
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


（
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
関
係
） 


第
三 


施
行
期
日
等 


 


一 


こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の


と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


 
 


七







 


八


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


（
附
則
第
一
条
関
係
） 


 


二 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
入
札
談
合
等
関
与
行


為
の
排
除
そ
の
他
入
札
談
合
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
同
法


の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の


と
す
る
こ
と
。 


 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


（
附
則
第
六
条
関
係
） 


 


三 


こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
） 





